
1．はじめに

博物館の目的である「保管」の意義は、博物館資料
へのアクセス可能性の担保である。アクセス可能性
担保の一環として行われる博物館事業として「目録
の頒布」、すなわち資料台帳の作成とその公開があ
る。近年のウェブ技術の発達やコスト低下により、
目録の頒布は電子的に行われることがもっとも効率
が良い。それは、令和4年4月公布の改正博物館法に
よって新たに法制化された法制化された「デジタル
アーカイブ」以前から博物館が行わなければならな
かったのである。

しかし、博物館における資料台帳の完備率は2019
年現在、50%に達しておらず、また、約15%の館で
は台帳は存在すらしていないことが明らかになって
いる。一方、電子化された資料台帳をもつ館は着実
に増加しており、資料台帳整備において博物館の 2
極化が進行している。

資料台帳が不十分な館が台帳整備を進めるにあた
り、筆者はミニマムな台帳項目によること、周到に
設計されたデータベースソフトではなく、表計算ソ
フト利用することを提案する。小規模館では学芸職
員の持続的な任用が保証されず、一般事務職員でも
資料台帳を引き継いでいける体制が必要と考えるか
らである。表計算ソフトを用いた場合でも、適切な
構造で保存することにより、リレーショナルデータ

ベースの機能を部分的に活用することが可能であ
り、将来的に本格的なデータベース環境に載せ替え
ることも可能になる。当面の次善の策として表計算
ソフトの活用を推奨する。

その際、注意が必要となるのが機械可読性への
配慮である。機械可読なデータの典型である Tidy 
Data を作成するためにはいくつかの注意点が必要
であるが、もっとも大切なことは観測項目と観測値
を混在させないことである。また、セル結合等の整
飾要素を混在させないことも重要である。電子化に
あたり最優先すべきは機械の可読性であり、人間の
視認性は捨てるべきことを強調したい。

2．博物館法における資料台帳の位置づけ

2.1　保管の手段としての目録作成
博物館は博物館法第 2 条１）に定めるとおり、資料

の「収集」、「保管」、「展示」、「調査研究」を行うこ
とを目的とする機関である。博物館の各事業や業務
はこれらの目的を達成するための手段として位置づ
けられている。

博物館の事業は法第 3 条の各号に定められてお
り、資料台帳に関わる事項は第 6 号「博物館資料に
関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研
究の報告書等を作成し、及び頒布すること」である。
第 6 号に列挙される「目録の頒布」が博物館資料台
帳の公開を行うべき法的根拠である。
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2.2　博物館における「保管」の達成とは何か
博物館における「保管」は博物館の目的の一つで

ある。「保管」の目的達成のために、博物館では資料
劣化の予防措置やクリーニング、補修などが行われ
ている。これらの作業が目指すところは博物館資料
へのアクセス可能性の担保である。

博物館資料の「保管」にとって最悪の事態は資料
の「紛失」や回復不能な「破損」である。これらの事
態が最悪なのは、博物館資料へのアクセス可能性を
永遠に失うからである。博物館における「保管」は
アクセス可能性の担保と同義なのである。UNESCO
の勧告が言うように、資料目録の作成は「収蔵品管
理の主要な構成要素とされ、そのことが「ミュージ
アムの保護」につながる」 ２）のである。

アクセス可能性の担保が果たせなくなったとき、
博物館の「保管」機能は失われる。資料が取り出せ
ない、資料の有無がわからないといった状況は、博
物館資料へのアクセスが失われた状態である。さら
に、資料そのものが存在したとしても、資料の採取
地、寄贈者、使用年代、利用状況等、資料そのもの
から導き出せない情報が喪失した場合にも博物館が

「保管」機能を果たしたとは言えないであろう。博物
館における「保管」とは、単に実物資料へのアクセ
スだけではなく、資料にまつわるデータの一式を含
むものと解される。資料台帳は博物館の目的である

「保管」の達成手段であり、「目録の頒布」によって
広く公開されることにより、「保管」機能を更に強化
するものと言える。

しかしながら、佐々木秀彦が指摘するように、博
物館において「利用者が実物資料の閲覧を含めて全
収蔵資料にアクセスできるという考え方は必ずしも
確立していない」のが現実であろう３）。このことは、
博物館の「保管」機能を高めるために収蔵資料への
アクセス可能性を開いていくという、目的と手段へ
の理解が不足していることにも一因があるだろう。

2.3　脱ドメスティックマッチング
博物館資料台帳が公開されていないことは、資料

がドメスティックな（知る人ぞ知る）マッチングに
とどまっているということである。博物館資料とそ
れを活用できる人が出会えないことが我が国の社会
教育に負の影響を与えることは自明だろう。学習活
動において資料の探索コストは無視されがちだが、
それが負担しうる水準以上の場合には学習活動から
ドロップアウトするリスク要因の一つとなる。博物
館法第 1 条における博物館の目的や、UNESCO の

「ミュージアムとコレクションの保存活用、その多
様性と社会における役割に関する勧告」４）が示す博
物館の社会的な役割を認めるならば、探索コストの
最小化が博物館の重要な役割であることも認めざる
を得ない。このような社会的利益を損なう探索コス
トの最小化については、博物館に関わらず産業分野
においても公共的政策による解決の正当性が指摘さ
れている５）。博物館資料の探索コストの低減は、法
制化された「デジタルアーカイブ」以前から、博物
館が達成すべき業務である。

3．�日本博物館協会調査による資料台帳の状況

3.1　資料台帳の整備状況
図 1 は日本博物館協会の調査６）（以下「協会調

査」）による博物館の資料台帳の整備割合である。
最新の 2019 年において整備が完成している博物館

（「ほとんど全て」と回答）は 44.8% である。この比
率は 1997 年以降、ほとんど変動していない。また、
2013年調査から加わった「台帳なし」は、2019年調
査では 15.3% である７）。すなわち、博物館に当然備
えていなければならない資料台帳が備えられている
のは半数以下であり、1 割以上の館では台帳は存在
すらしていない。博物館において台帳整備は遅々と

図1　資料台帳記載の収蔵資料の割合 
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して進まず、退行している可能性すらある。

3.2　デジタル化された資料台帳
電子メディアにデータベース化された資料台帳を

もつ博物館は1997年の20.3%から2019年には51.1%
に増加している（図2）。また、データベース化され
た収蔵資料の割合も「ほとんど全て」、「四分の三」
の合計は、1997年の44.5%から2019年には69.7%に
増加している（図3）。資料台帳作成が停滞する一方、
電子化は着実に進んでいる。

3.3　2極化する博物館の台帳整備
協会調査からは、博物館の基本機能ともいうべき

資料台帳の整備が極めて低調で、改善の傾向にない
ことが明らかとなった。一方、資料台帳のデジタル
化率は着実に高まっている。この 2 点から導き出さ
れるのは、既存の台帳がしっかりと整備されている
博物館では近年、資料台帳のデジタル化が進み、資
料台帳が未整備な館ではデジタル化はもとより、既
存台帳の登録業務も滞ったままという現状である。

以上のように、資料台帳のデジタル化を進める博
物館が増加する一方で、資料台帳そのものの整備が
進まない館が過半を占めるという 2 極化した整備状
況をうかがうことができる。

4．�博物館資料とリレーショナルデータベース

4.1　資料とメタデータをつなぐ資料台帳の役割
資料と資料にまつわる情報の一式をつなぐ機能を

コンピュータを利用して行うための仕組みがデータ
ベース８）である。資料台帳を媒介に資料と資料のメ
タデータをつなぐことが期待される役割である。具
体的には「登録番号」をキーコードとして、実物資
料とメタデータをつなぐのである。

資料台帳は必ずしも一つの表（テーブル）で構成
される必要はない。「資料名」、「受入年月日」、「寄
贈者」などのように資料と一対一で対応する性質の
データはシンプルな一つの表に格納できる。しか
し、博物館資料のメタデータには、借用情報のよう
に、資料 1 つに対して多数の履歴をもつものもある
だろう。また、写真のように表形式にはなじまない
データや、専門家による調査記録のように、単なる
データ９）とは呼べない形式の情報も資料に付随する
メタデータである。こうした多様なデータや情報を
キーコードを媒介とし、コンピュータの処理能力を
利用して結びつけるのがデータベースである。

4.2　リレーショナルデータベースとは何か
リレーショナルデータベースとは複数のテーブル

（表）を組み合わせて作られるデータベースである。1
個のテーブルで表現できる情報は限られてしまうた
め、1対多数の関係をもつデータ群をシンプルに表現
するために考案されたデータベースの形式である。

1 対多数の関係とは、例えば博物館のデータと博
物館に属する学芸員のデータや、資料のデータと寄
贈者のデータの関係などである。博物館に複数の学
芸員が所属するケースも考えられるし、一人の学芸
員が複数の館を所管することもあり得る。このよう
なデータ群は 1 枚のテーブルで完全に表現すること
はできない。複数のテーブルを準備し、目的に応じ
て必要な属性を呼び出して適切な表や帳票を新たに
作成する。これが、リレーショナルデータベースの
役割である。Microsoft AccessやFile Makerのよう図3　電子メディアにデータベース化された資料の割合

図2　電子メディアにデータベース化された資料台帳
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な汎用のデータベースソフトウェアもリレーショナ
ルデータベースである。

4.3　�埋蔵文化財資料の博物館受納とリレーショナ
ル・データベース

博物館資料の台帳登録において悩ましいものの一
つが埋蔵文化財の登録である。埋蔵文化財は発掘調
査に伴う整理作業で作成された各種の台帳が存在す
る状態で受納される。台帳類の一例を上げれば「取
り上げ台帳」、「整理台帳」、「掲載台帳」、「収納台帳」
などである。

取り上げ台帳は、遺物の取り上げ単位を基本と
し、出土日、グリッドなどがミニマムなデータとし
て付される。「取り上げ」を基礎単位とするため、1
単位が数百点となることもあれば、1 点ずつ地点計
測をした遺物では1点が1単位となることもある。
「整理台帳」は「取り上げ台帳」を基本に、土器

や石器などの種別、器種、分類などの属性が付され
る。「整理台帳」は「取り上げ台帳」の層位情報等に
遺物の属性が加えられたもので、発掘調査における
遺物情報を網羅した台帳である。これは文化庁のい
う「台帳登録」にあたる10）。「整理台帳」の情報をも
とに口径や器高、器面調整などの個体の情報が付加
された分析用の台帳や掲載遺物一覧表などが作成さ
れることも多い。
「収納台帳」は、収納時の荷姿を基礎として作成

される。土器の復元個体であれば、梱包されたダン
ボールなどが 1 単位となり、土器片や石器では複数
の遺物をひとまとめにしてコンテナ等に収納される
ため、コンテナが1単位となる。

これらの台帳のうち、どの台帳を博物館資料の基
礎単位とするべきか、付随する多くの台帳を資料情
報としてどのように活かすかが担当者を悩ませるこ
ととなる。

実物へのアクセスを考えると、収納台帳の 1 単位
を博物館資料台帳の 1 単位とすることが好便と考
えられる。「収納台帳」は荷姿ごとに登録されるた
め、ダンボールやコンテナ単位で博物館の資料番号

を付してゆけばわかりやすい。一方、豊富な情報を
有する整理台帳や掲載台帳へのアクセスは、この時
点で失われかねないことから、整理台帳や掲載台帳
をベースに登録することも考えられるだろう。しか
し、その場合、整理台帳単位で資料番号を付番し直
す手間や、資料番号の他に「コンテナ番号」の管理
が必要となるなど、二度手間が課題となる。

このような管理の二重化は「荷姿」と個別の資料が
入れ子状の構造となることから生じる。こうした 1 対
多数の関係にある情報を目的に応じて呼び出し、適切
な表や帳票によって管理することができる点がリレー
ショナルデータベースの優れた機能である（図4）。

5．ミニマムな博物館資料台帳

5.1　資料の同定と管理に必要な属性
博物館資料は多様性に富み、また図書資料のよう

にタイトルや著者名などの定型的な属性が一律に付
与されることは少ない。「資料名」のような情報です
ら外部から与えられるのではなく受け入れる時点で
博物館側が付与するものである11）。

村田良二は博物館資料の記録すべき情報を 4 つの
カテゴリーに分類した 12）。村田の 4 つのカテゴリー
のうち、博物館資料台帳に必須となるのは「識別・
同定」のカテゴリーである。これは「番号や名称、
分類といった情報」である。数多くの資料の中から
当該資料を見出すために必要な属性は「登録番号」

図4　�リレーショナル・データベースを利用した発掘調査資料
と博物館資料台帳の統合
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と「資料名」、「分類」であろう。これに加えて、管
理に必要な情報は「寄贈者」、「収蔵年月日」であろ
う。さらに資料の調査や受入時の聞き取りによって
明らかとなっている事柄を簡易に記した「所見」が
あれば、資料の同定と管理に必要な属性が揃うこと
となる。「登録番号」、「資料名」、「分類」、「寄贈者」、

「収蔵年月日」、「所見」がミニマムな博物館資料台帳
の項目であろう。

なお、「○○家文書」のように資料が群をなす場合
は、台帳の階層化を行うことが適切な管理につなが
ることがある。こうした目録の階層化手法には国際
アーカイブ評議会のISAD（G）2ndがある。東京大
学史料編纂所ではISAD（G）2ndに準拠した階層化
された史料目録を作成している13）。

5.2　資料台帳の標準化
博物館資料台帳に必要な項目は、館の性質やそれ

に割ける人的リソース、収蔵資料の全体構成によっ
ても変わる。資料台帳データベースの流通の観点か
らは「他のデータベースとの連携を前提としたデー
タ作成が必要」 14）とされるが、資料台帳の項目につ
いては「博物館情報の社会的な共有のためには避け
ては通れない課題であるが、「標準化」、「統一」と
いった発想では、解決が困難であることが明らかに
なっている」 15）や「博物館の資料は図書館のそれと
は異なり、一点一点の性質が大きく異なり、また、
とるべきデータも異なるのが特徴である」 16）とされ
るように、資料台帳の標準化にはこだわり過ぎない
ほうが良いようである。まずは自館の資料の状況に
合わせて、ミニマムな資料台帳の作成にから着手す
るほうが挫折のリスクは少ないだろう。

なお、博物館資料にかかるメタデータの付与につ
いては、国際博物館会議の国際ドキュメンテーショ
ン委員会（CIDOC）による「博物館資料の最小限情
報分類勧告」（MICMO）17）や、同じくCIDOCによる

「博物館資料情報のための国際指針」（IGMOI） 18）、
東京国立博物館による「ミュージアム資料情報統合
化モデル」 19）、山本泰則らが国立民族学博物館や国

立歴史民俗博物館の資料情報をもとに提案した「博
物館コアメタデータ」 20）などがある。

6．�表計算ソフトのVLOOKUP関数を利
用したデータベース機能

リレーショナル・データベースを利用する最大の
メリットは、キーコード（資料番号.遺物番号など）
を媒介として異なるテーブルを結合することにあ
る。これに近い機能は表計算ソフトの「VLOOKUP」
関数によって提供されている。

表計算ソフトの VLOOKUP 関数は「参照すべき
値」、「比較すべき値」、「引用する列」を引数とする。
図 5 では右端「登録番号」列に入力されたコードを
収蔵資料台帳から検索して、指定された列の値を結
合している。SQLの「LEFT JOIN」に似た働きをす
る関数である。

VLOOKUP関数によるJOIN系の機能は、キーコー
ドがテーブルの左端になければならないことや filter
系の検索関数と組み合わせて利用する場合には関数
が煩雑になり、可読性が低いデメリットがある。も
ともとプログラミング言語ではないため、データベー
スとしての利用には限界がある。VBA を利用してプ
ログラミング環境として利用することも可能である
が、構築と維持の難易度は高く、特に理由がない限
り、汎用のデータベースソフトウェアを利用した方
が、データベースの持続可能性は高いだろう。

7．Tidy Dataとは何か？

コンピュータでテーブル形式のデータを扱う場
合、コンピュータで扱いやすい構造で作成する必要

図5　�VLOOKUP関数を利用した表計算ソフトによるテーブル結合
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がある。人間が情報を読み取りやすい構造が必ずし
もコンピュータが処理しやすい形式とは限らない。
むしろ、人間が視覚的に把握しやすい表形式のデー
タは、ほとんどの場合、コンピュータが処理するに
は不適切である。Hadley Wickham は Tidy Data21）

の概念を提示し、コンピュータが扱いやすいテーブ
ル型のデータ形式を示唆した22）。

図6左表は典型的なMessy Data（雑然データ）で
ある。セル結合は論外としても、列方向に観測値を
並べるクロス集計風のテーブルは人間には認知しや
すく、手書きの集計表作成ではこちらの方が作業効
率が上がる場合が多い。しかし、観測値が列方向に
並んだテーブルは、コンピュータが扱うには不向き
である。コンピュータが扱いやすいのは図 6 右表で
ある。こちらはHadleyの提示したTidy Data（整然
データ）の要件を満たしている。

2つの表の最大の違いは、データの構造である。左
表では、「グリッド」や「層位」のような観測項目
と「前期」や「中期」のような観測値そのものであ
る属性が混在している。「前期」や「中期」が観測値
であることは人間には自明のことだが、コンピュー
タは人間からの指示がなければこの構造を理解する
ことはできない。Tidy Data を作成する上でもっと
も注意を払うべきは、観測値と観測項目の混在を避
けることである。
「グリッド」や「層位」などは発掘により観測す

べき項目であるから観測項目であり、列名を構成す
ることが適切であるし、「A-01」や「3a 層」などは
発掘の結果観測された観測値とすることが適切であ

る。同様に、「前期」や「中期」は整理作業の結果観
測された観測値であることから、列名を構成するこ
とは不適切である。

8．まとめ

8.1　台帳は小さく確実に
博物館資料台帳は博物館法の定める目録であると

ともに、資料管理の基礎となり、全資料へのアクセ
スを確保するためのツールである。あらゆる事態に
備えるために膨大な項目を用意したり、周到に設計
されたデータベースを利用することは、必ずしも
データの持続可能性を保証するわけではない。膨大
な項目や多種のテーブルは、入力時の負担が大き
く、作業に熟練した担当者が異動や退職によって不
在になった場合の引き継ぎで失敗するケースが多
い。小規模な博物館では可能な限りシンプルな台帳
を基本とし、民俗資料が中心の郷土資料館などでは

「博物館コアメタデータ」 23）などを参照して必要な項
目を検討するのが良いだろう。

8.2　表計算ソフトを活用する
一枚の表形式に収まるようなデータの場合、必ず

しもデータベースソフトが必要とは限らない。デー
タベースソフトの操作は Office 系のソフトウェアと
比較して簡単とは言えず、高い習得コストを必要と
する。担当者の異動やソフトウェアの更新停滞など
で維持が妨げられることも考えられる。Office系の表
計算ソフトは特別の習熟を必要とせず、一般事務職
員でも操作が可能である。LibreOffice24）のようなフ
リー・オープンソースソフトウェアが利用できるこ
とも表計算ソフトを積極的に活用する理由となる。

表計算ソフトから csv 等のプレーンなファイル形
式に書き出すことで、将来的に本格的なデータベー
スに載せ替えることや、GIS や他のデータベース環
境にインポートすることも容易である。データベー
スの持続可能性に不安のある館では、非データベー
スソフトの活用も視野に入れることになる。

図6　Tidy Dataとは何か
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8.3　Tidyなデータを作成する
人間が視覚的に認知しやすい構造が、コンピュー

タで扱いやすい構造とは限らない。Tidy Data の概
念は慣れなければ難しく感じるが、「観測値は何か」
を念頭において、観測項目を列方向に並べていくこ
とで達成される。当然ながら、表計算ソフトのセル
結合機能などは「百害あって一利なし」であり、使っ
てはならない25）26）。表計算ソフトを利用する最大の
弊害は、データ構造と整飾要素が容易に混在しうる
ことである。データベースソフトではこのようなこ
とは原則として発生しない。

Tidy Data は機械がデータを判読するためのデー
タ構造であり、人間にとって読みやすいものではな
い。人間の視認性よりも機械の判読性を優先する理
由は、データの処理を機械を通して行うことがもっ
ともデータを有効に活用できる手段だからである27）。

8.4　�資料台帳作成と電子データの公開は博物館の
義務である

目録の頒布は博物館法に定められた博物館の事
業である。博物館法第 3 条は「例示」であり、必ず
しもこの全てを行うものではないとされる28）。しか
し、博物館の目的である「保管」を達成するために
は目録（資料台帳）の作成が不可欠であり、資料活
用のための方策として目録頒布は旧法においても博
物館の基礎に位置づけられるべき業務である。さら
に、公立博物館では地方自治法第 2 条第 14 号 29）の
規定に照らしても、目録頒布を可能な限り効率的な
方法で行うよう努めなければならないだろう。資料
台帳作成はもとより、その電子データのウェブ公開
も、もはや「義務」といえる時代を迎えている。
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